
その他特記仕様書

１ 乙は、従事者にインフルエンザの予防接種を受けさせなければならない。

２ 乙は、県立こども病院の従事者について、次表に定めるところにより、水痘、麻疹、風

疹及び流行性耳下腺炎の抗体価測定と予防ワクチンの接種を受けさせなければならない。

（過去に抗体価検査を実施し、抗体価陽性の従事者は除く。）

３ 乙は静岡県立こども病院の従事者については、年 1回胸部 X線検査による結核検査を行わ
なければならない。

対象疾患 抗体測定方法
抗体価陽性

（基準を満たす）
ワクチン接種基準

水痘 EIA法（IgG） ≧4 左記の値未満、1回接種
麻疹 EIA法（IgG） ≧16 左記の値未満、1回接種

風疹
EIA法（IgG）
あるいは EI法

≧8
≧16

左記の値未満、1回接種

流行性耳下腺炎 EIA法（IgG） ≧4 左記の値未満、1回接種


